
四日市市訓令第９号 

                               庁 中 一 般 

                               各  公  所 

四日市市保健所処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  令和５年３月３１日 

                     四日市市長  森  智 広 

 

   四日市市保健所処務規程の一部を改正する規程 

 （四日市市保健所処務規程の一部改正） 

第１条 四日市市保健所処務規程（平成２０年四日市市訓令第１０号）の一部を次の

ように改める。 

 

改正後 改正前 

 （組織）  （組織） 

第２条 所に、次の課及び係を置く。 第２条 所に、次の課及び係を置く。 

保健企画課 管理医療係、企画係  

保健予防課 保健予防係、精神保健係 保健予防課 管理医療係、保健予防係、

精神保健係 

衛生指導課 （略） 衛生指導課 （略） 

食品衛生検査所 （略） 食品衛生検査所 （略） 

健康づくり課 （略） 健康づくり課 （略） 

こども保健福祉課 （略） こども保健福祉課 （略） 

  

 （事務分掌）  （事務分掌） 

第６条 課及び係の事務分掌は、次のと

おりとする。 

第６条 課及び係の事務分掌は、次のと

おりとする。 

保健企画課  

 管理医療係  

(1) 医療機関の開設許可、立入検

査、指導等に関すること。 

 

(2) 保健医療従事者の免許申請等

に関すること。 

 



(3) 人口動態統計その他地域保健

に係る統計及び調査に関するこ

と。 

 

(4) 献血及び臓器移植に関するこ

と。 

 

(5) 看護医療大学に関すること。  

(6) 所の事務事業の調整に関する

こと。 

 

(7) 所及び課の庶務に関すること。  

 企画係  

(1) 地域保健施策の企画及び調整に

関すること。 

 

(2) 在宅医療・介護連携に関するこ

と。 

 

(3) 健康危機管理に関すること。  

(4) 救急医療に関すること。  

(5) 応急診療所に関すること。  

(6) 歯科医療センターに関すること。  

保健予防課 保健予防課 

 管理医療係 

 (1) 医療機関の開設許可、立入検

査、指導等に関すること。 

 (2) 保健医療従事者の免許申請等

に関すること。 

 (3) 救急医療に関すること。 

 (4) 人口動態統計その他地域保健

に係る統計及び調査に関するこ

と。 

 (5) 献血及び臓器移植に関するこ

と。 

 (6) 所の事務事業の調整に関する

こと。 



 (7) 所及び課の庶務に関すること。 

 保健予防係  保健予防係 

  (1)及び(2) （略）   (1)及び(2) （略） 

 (3) 難病患者の支援に関すること。 

 (4) 指定難病に係る特定医療、特定

疾患医療、肝炎治療及び肝がん・

重度肝硬変治療に関すること。 

 精神保健係  精神保健係 

  (1)から(3)まで （略）   (1)から(3)まで （略） 

  (4) 自殺対策に関すること。  

  (5) 指定難病に係る特定医療、特定

疾患医療、肝炎治療及び肝がん・

重度肝硬変治療に関すること。 

 

  (6) 難病患者の支援に関すること。  

  (7) 課の庶務に関すること。  

衛生指導課 （略） 衛生指導課 （略） 

食品衛生検査所 （略） 食品衛生検査所 （略） 

健康づくり課 （略） 健康づくり課 （略） 

こども保健福祉課 （略） こども保健福祉課 （略） 

 

改正後 

別表（第７条関係） 

１ 保健企画課 

 事務区

分 

種類 市長の権限の事務 保 健 所

長 の 権

限 の 事

務 

備考  

 専決区分 専 決 区

分 

  

 市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

  



 あん摩

マツサ

ージ指

圧師、

は り

師、き

ゅう師

等に関

する法

律（昭

和２２

年法律

第２１

７号。

以下こ

の項に

おいて

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

法第８条第１項の規定

による施術者への指示

（法第１２条の２第２

項において準用する場

合を含む。） 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第９条の２第１項の

規定による施術所の開

設の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

    ● ○  同  

 法第９条の２第１項の

規定による施術所の変

更の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

    ●  ○ 同  

 法第９条の２第２項の

規定による施術所の再

開の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

    ● ○  同  

 法第９条の２第２項の

規定による施術所の休

止又は廃止の届出の受

理（法第１２条の２第２

項において準用する場

合を含む。） 

    ●  ○ 同  

 法第９条の３の規定に

よる出張専業施術者か

らの業務の開始又は再

    ● ○  同  



開の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

 法第９条の３の規定に

よる出張専業施術者か

らの業務の休止又は廃

止の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

    ●  ○ 同  

 法第９条の４の規定に

よる滞在施術者からの

業務の開始の届出の受

理（法第１２条の２第２

項において準用する場

合を含む。） 

    ● ○  同  

 法第１０条第１項の規

定による施術者又は施

術所開設者からの報告

の徴収及び施術所への

臨検検査 

    ● ○  同  

 法第１１条第２項の規

定による施術所の使用

の制限及び禁止並びに

その構造設備の改善等

の命令（法第１２条の２

第２項において準用す

る場合を含む。） 

    ● ○  同  

 医師法

（昭和

２３年

医師法第６条第３項の

規定による医師からの

氏名等の届出の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

 



法律第

２０１

号）に

基づく

事務 

の 事

務 

 医師法施行令（昭和２３

年政令第３８２号）の規

定による医師免許、医籍

等に係る申請書の受理、

免許証の返納の受理、免

許証の交付の経由等 

    ○   同  

 医療法

（昭和

２３年

法律第

２０５

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

法第５条第２項の規定

による往診専門医師等

に対する報告又は診療

録等の提出の命令 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第６条の８第１項の

規定による広告を行っ

た者に対する報告命令

又は職員による検査 

    ○   同  

 法第６条の８第２項の

規定による広告を行っ

た者に対する中止又は

内容是正命令 

    ○   同  

 法第７条第１項の規定

による診療所又は助産

所の開設の許可（医師等

でない者の場合） 

    ● ○  同  

 法第７条第２項の規定

による診療所又は助産

所の病床数等の変更の

許可（医師等でない者の

場合） 

    ● ○  同  

 法第８条の規定による

診療所又は助産所の開

設の届出の受理 

    ● ○  同  



 法第８条の２第２項の

規定による診療所又は

助産所の休止の届出の

受理 

    ●  ○ 同  

 法第８条の２第２項の

規定による診療所又は

助産所の再開の届出の

受理 

    ● ○  同  

 法第９条第１項の規定

による診療所又は助産

所の廃止の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 法第９条第２項の規定

による診療所又は助産

所の開設者の死亡及び

失踪の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 法第１２条第１項の規

定による診療所又は助

産所の開設者自身によ

る管理の免除の許可 

    ● ○  同  

 法第１２条第２項の規

定による２以上の診療

所又は助産所の管理の

許可 

    ● ○  同  

 法第１５条第３項の規

定による診療所のエッ

クス線装置を備えた場

合等の届出の受理 

    ● ○  同  

 法第１８条の規定によ

る診療所の専属薬剤師

設置の免除の許可 

    ● ○  同  

 法第２４条第１項の規

定による診療所又は助

    ○   同  



産所に対する使用制限

命令等 

 法第２５条第１項の規

定による病院、診療所又

は助産所に係る報告徴

収及び立入検査 

    ○   同  

 法第２５条第２項の規

定による病院、診療所又

は助産所に係る物件の

提出命令 

    ○   同  

 法第２５条の２の規定

による診療所又は助産

所に関する事項の知事

への通知 

    ○   同  

 法第２６条第１項の規

定による医療監視員の

任命 

  ○     同  

 法第２７条の規定によ

る有床の診療所又は助

産所の使用前の検査及

び許可証の交付 

    ● ○  同  

 法第２８条の規定によ

る診療所又は助産所の

管理者の変更命令 

    ○   同  

 法第２９条第１項の規

定による診療所又は助

産所の開設許可の取消

し及び閉鎖命令 

  ○     同  

 法第２９条第２項の規

定による診療所又は助

産所の変更許可の取消

し 

    ○   同  



 法第３０条の規定によ

る診療所又は助産所の

開設許可取消等に係る

弁明の機会の付与 

  ○     同  

 医療法施行令（昭和２３

年政令第３２６号。以下

この項において「政令」

という。）第４条第１項

及び第３項の規定によ

る診療所又は助産所の

開設者の住所等の変更

の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 政令第４条の２第１項

の規定による診療所又

は助産所の開設後の届

出の受理 

    ●  ○ 同  

 政令第４条の２第２項

の規定による診療所又

は助産所の開設後の届

出事項の変更届の受理 

    ●  ○ 同  

 法第４条第１項の規定

による地域医療支援病

院の承認申請の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 法第６条の３第１項の

規定による病院等の管

理者からの医療に関す

る情報の報告の受理 

    ○   特 例

条 例

に 基

づ く

事務 

 

 法第６条の３第２項の

規定による同条第１項

    ○   同  



の報告事項の変更報告

の受理 

 法第６条の３第４項の

規定による同条第１項

又は第２項の報告の内

容を確認するための情

報提供要求の経由 

    ○   同  

 法第６条の３第６項の

規定による、病院等の管

理者が同条第１項若し

くは第２項規定による

報告をせず、又は虚偽の

報告をしたときの報告

命令及び是正命令 

    ○   同  

 法第７条第１項の規定

による病院の開設許可 

    ○   同  

 法第７条第２項の規定

による病院の開設許可

事項の一部変更の許可 

    ○   同  

 法第７条第３項の規定

による診療所の病床設

置許可又は変更許可の

申請の受理及び知事へ

の送付 

    ○   同  

 法第８条の２第２項の

規定による病院の休止

届又は再開届の受理 

    ○   同  

 法第９条第１項の規定

による病院の廃止届の

受理 

    ○   同  

 法第９条第２項の規定

による病院の開設者の

    ○   同  



死亡届又は失踪届の受

理 

 法第１２条第１項の規

定による病院の開設者

の管理免除の許可 

    ○   同  

 法第１２条第２項の規

定による病院の２箇所

以上管理の許可 

    ○   同  

 法第１２条の２第１項

の規定による地域医療

支援病院の業務報告の

受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 法第１５条第３項の規

定による病院からのエ

ックス線装置等の届出 

    ○   特 例

条 例

に 基

づ く

事務 

 

 法第１６条ただし書の

規定による病院の医師

の宿直免除許可 

    ○   同  

 法第１８条ただし書の

規定による病院の専属

薬剤師の設置免除の許

可申請の受理 

    ○   同  

 法第２３条の２の規定

による病院又は診療所

の開設者に対する増員

命令又は業務停止命令 

  ○     同  

 法第２４条第１項の規

定による病院に対する

使用制限命令等 

  ○     同  



 法第２７条の規定によ

る病院の使用前検査及

び許可書の交付 

    ○   同  

 法第２８条の規定によ

る病院の管理者の変更

命令 

  ○     同  

 法第４４条第１項の規

定による医療法人の設

立認可申請の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 法第４６条の２の規定

による医療法人理事の

数の特例認可申請の受

理 

    ○   同  

 法第４６条の３第１項

の規定による医師又は

歯科医師以外の理事か

ら理事長を選出する特

例認可申請の受理 

    ○   同  

 法第４６条の４第３項

第４号の規定による医

療法人監事からの監査

結果報告の受理 

    ○   同  

 法第４７条第１項の規

定による２以上開設の

場合の管理者の一部を

理事に加えない場合の

認可申請の受理 

    ○   同  

 法第５０条第１項の規

定による定款又は寄附

行為の変更の認可申請

    ○   同  



の受理 

 法第５０条第３項の規

定による厚生労働省令

で定める事項に係る定

款又は寄附行為の変更

届の受理 

    ○   同  

 法第５２条第１項の規

定による医療法人から

の事業報告書等の届出

の受理 

    ○   同  

 法第５５条第３項の規

定による医療法人解散

の認可申請の受理 

    ○   同  

 法第５５条第５項の規

定による清算人からの

医療法人の解散の届出

の受理 

    ○   同  

 法第５７条第４項の規

定による医療法人の合

併の認可申請の受理 

    ○   同  

 法第６８条の規定によ

る民法及び商法の規定

の医療法人への準用等

（特別代理人の選任） 

    ○   同  

 政令第４条第１項の規

定による病院の開設者

の住所等の変更の届出

の受理 

    ○   特 例

条 例

に 基

づ く

事務 

 

 政令第４条第２項の規

定による診療所の病床

変更の届出の受理 

    ○   同  



 政令第４条の２第１項

の規定による病院開設

後の届出の受理 

    ○   同  

 政令第４条の２第２項

の規定による病院開設

後の届出事項の変更届

の受理 

    ○   同  

 政令第５条の１２の規

定による医療法人の組

合等登記令（昭和３９年

政令第２９号）に基づく

登記の届出の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 政令第５条の１３の規

定による医療法人の役

員変更の届出の受理 

    ○   同  

 栄養士

法（昭

和２２

年法律

第２４

５号）

に基づ

く事務 

栄養士法第４条第２項

の規定による栄養士免

許証の交付の経由 

    ○   同  

 栄養士法施行令（昭和２

８年政令第２３１号）の

規定による栄養士又は

管理栄養士の免許、名簿

等に係る申請の受理、免

許証の返納受理、免許証

の交付の経由等 

    ○   同  

 各種統

計調査

に関す

る事務 

人口動態調査令（昭和２

１年勅令第４４７号）第

４条の規定による人口

動態調査票の市長への

交付の経由 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 人口動態調査令第５条

第１項の規定による人

      ○ 同  



口動態調査票の市長か

らの受理 

 人口動態調査令第５条

第２項の規定による同

条第１項の調査票の審

査及び知事への提出 

      ○ 同  

 人口動態調査令第５条

第６項の規定による天

災事変等のため調査票

を提出できない旨の知

事への報告 

      ○ 同  

 人口動態調査令施行細

則（昭和２３年厚生省令

第６号）第３条の規定に

よる人口動態調査票及

び保健所送付票の知事

への送付（市長経由） 

      ○ 同  

 医療施設調査規則（昭和

２８年厚生省令第２５

号）第９条第１項の規定

による医療施設（診療所

を除く。）の管理者から

の静態調査票の受理 

      ○ 同  

 医療施設調査規則第９

条第２項の規定による

診療所の管理者からの

静態調査票の提出期限

の決定 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 医療施設調査規則第９

条第２項の規定による

診療所の管理者からの

静態調査票の受理 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 



 医療施設調査規則第１

０条第１項の規定によ

る静態調査票の審査整

理及び知事への提出（市

長経由） 

      ○ 同  

 医療施設調査規則第１

０条第２項の規定によ

る静態調査票の審査整

理及び市長への提出 

      ○ 同  

 医療施設調査規則第１

０条第２項の規定によ

る静態調査票の提出期

限の決定及び受理 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 医療施設調査規則第１

０条第３項の規定によ

る静態調査票の審査整

理及び知事への提出 

    ○   同  

 医療施設調査規則第１

０条の２第１項の規定

による動態調査票の作

成及び知事への提出 

    ○   同  

 医療施設調査規則第１

３条第１項の規定によ

る天災事変等のため調

査票を提出できない旨

の知事への報告 

    ○   同  

 患者調査規則（昭和２８

年厚生省令第２６号）第

９条の規定による医療

施設管理者からの患者

調査票の受理 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 患者調査規則第１０条       ○ 同  



第１項の規定による患

者調査票の審査整理及

び市長への提出 

 患者調査規則第１０条

第１項の規定による患

者調査票の保健所長か

らの提出期限の決定 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 患者調査規則第１０条

第２項の規定による患

者調査票の整理及び知

事への提出 

    ○   同  

 患者調査規則第１３条

の規定による天災事変

等のため患者調査票を

提出できない旨の知事

への報告 

    ○   同  

 国民生活基礎調査規則

（昭和６１年厚生省令

第３９号）第８条第４項

第２号及び第３号の規

定による国民生活基礎

調査員（保健）の任命 

  ○     同  

 国民生活基礎調査規則

第８条第５項の規定に

よる国民生活基礎調査

員が特別の事情により

事務を行うことができ

ない場合の指導員の事

務の決定 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 国民生活基礎調査規則

第９条第１項の規定に

よる国民生活基礎調査

  ○     政 令

市 長

の 事

 



員証（保健）の交付 務 

 国民生活基礎調査規則

第１１条第１項の規定

による国民生活基礎調

査票等の受理及び審査

整理並びに市長への提

出 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 国民生活基礎調査規則

第１１条第１項の規定

による国民生活基礎調

査票等の保健所長から

の提出期限の決定 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 国民生活基礎調査規則

第１１条第２項の規定

による国民生活基礎調

査票等の受理及び整理

並びに知事への提出 

    ○   同  

 国民生活基礎調査規則

第１２条の規定による

天災事変等のため調査

票等を提出できない旨

の知事への報告 

    ○   同  

 歯科医

師 法

（昭和

２３年

法律第

２０２

号）に

基づく

事務 

歯科医師法第６条第３

項の規定による歯科医

師からの氏名等に係る

届出の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 歯科医師法施行令（昭和

２８年政令第３８３号）

の規定による歯科医師

免許、歯科医籍等に係る

申請書の受理、免許証の

    ○   同  



返納の受理、免許証の交

付の経由等 

 歯科衛

生士法

（昭和

２３年

法律第

２０４

号）に

基づく

事務 

歯科衛生士法第６条第

３項の規定による歯科

衛生士業務に従事する

届出の受理 

    ○   同  

 歯科技

工士法

（昭和

３０年

法律第

１６８

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

法第２１条第１項の規

定による歯科技工所の

開設届の受理 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第２１条第１項の規

定による歯科技工所の

開設届の届出事項の変

更届の受理 

    ●  ○ 同  

 法第２１条第２項の規

定による歯科技工所の

休廃止届の受理 

    ●  ○ 同  

 法第２１条第２項の規

定による歯科技工所の

再開届の受理 

    ● ○  同  

 法第２４条の規定によ

る歯科技工所の構造設

備の改善命令 

    ● ○  同  

 法第２５条の規定によ

る歯科技工所の使用禁

止及び処分を行う場合

の聴聞 

    ● ○  同  



 法第２７条第１項の規

定による歯科技工所か

らの報告の徴収並びに

構造設備及び帳簿書類

の立入検査 

    ● ○  同  

 法第６条第３項の規定

による歯科技工士の業

務従事に関する届出の

受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 歯科技工士法施行令（昭

和３０年政令第２２８

号）の規定による歯科技

工士免許、歯科技工士名

簿等に係る申請書の受

理、免許証の返納の受

理、免許証の交付の経由

等 

    ○   同  

 歯科技工士法施行規則

（昭和３０年厚生省令

第２３号）の規定による

歯科技工士免許試験に

係る受験願書及び合格

証書の交付出願の受理、

合格証書の交付の経由

等 

    ○   同  

 死体解

剖保存

法（昭

和２４

法第２条第１項及び第

２項の規定による死体

解剖の許可 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 



 年法律

第２０

４号。

以下こ

の項に

おいて

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

法第９条の規定による

解剖室以外で解剖する

場合の許可 

      ○ 同  

 法第１９条第１項の規

定による死体保存の許

可 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 視能訓

練士法

（昭和

４６年

法律第

６ ４

号）に

基づく

事務 

視能訓練士法施行令（昭

和４６年政令第２４６

号）の規定による視能訓

練士免許、視能訓練士名

簿等に係る申請書の受

理、免許証の返納の受

理、免許証の交付の経由

等 

    ○   同  

 柔道整

復師法

（昭和

４５年

法律第

１ ９

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

法第１８条第１項の規

定による柔道整復師へ

の指示 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第１９条第１項の規

定による施術所の開設

届の受理 

    ● ○  同  

 法第１９条第１項の規

定による施術所の変更

の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 法第１９条第２項の規

定による施術所の休止

    ●  ○ 同  



う。）に

基づく

事務 

又は廃止の届出の受理 

 法第１９条第２項の規

定による施術所の再開

の届出の受理 

    ● ○  同  

 法第２１条第１項の規

定による報告の徴収及

び立入検査 

    ● ○  同  

 法第２２条の規定によ

る施術所の使用の制限

及び禁止並びにその構

造設備の改善等の命令 

    ● ○  同  

 診療放

射線技

師 法

（昭和

２６年

法律第

２２６

号）に

基づく

事務 

行政事務の簡素合理化

及び整理に関する法律

（昭和５８年法律第８

３号）附則第５条第６項

の規定によりなおその

効力を有するものとさ

れた同法による改正前

の診療放射線技師及び

診療エツクス線技師法

（以下この項において

「旧法」という。）第８

条第２項の規定による

免許証の再交付 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 旧法第８条第３項及び

第１１条第１項の規定

による免許証の返納受

理 

    ○   同  

 診療放射線技師法施行

令（昭和２８年政令第３

８５号）の規定による診

療放射線技師免許、診療

    ○   同  



放射線技師籍等に係る

申請書の受理、免許証の

返納の受理、免許証の交

付の経由等（診療放射線

技師及び診療エツクス

線技師法施行令の一部

を改正する政令（昭和５

９年政令第２８６号）附

則第３項の規定により

なおその効力を有する

ものとされた同政令に

よる改正前の診療放射

線技師及び診療エツク

ス線技師法施行令の規

定による診療エックス

線技師籍及び診療エッ

クス線技師免許証に係

るものを含む。） 

 地方教

育行政

の組織

及び運

営に関

する法

律（昭

和３１

年法律

第１６

２号）

に基づ

く事務 

地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第

５７条第１項の規定に

よる学校における保健

に関する教育委員会か

らの協力要請の受諾 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第

５７条第２項の規定に

よる学校における保健

に関する教育委員会へ

の助言及び援助 

      ○ 保 健

所 の

事務 

 

 保健師 法第１２条第５項の規     ○   申 請  



助産師

看護師

法（昭

和２３

年法律

第２０

３号。

以下こ

の項に

おいて

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

定による准看護師免許

証の交付の経由 

の 受

理 等

の 事

務 

 法第３３条の規定によ

る保健師、助産師、看護

師又は准看護師からの

業務従事届の受理 

    ○   同  

 法第５１条第３項の規

定による保健婦免許所

有者の国免許申請書の

受理 

    ○   同  

 法第５２条第３項の規

定による助産婦免許所

有者の国免許申請書の

受理 

    ○   同  

 法第５３条第３項の規

定による看護婦免許所

有者の国免許申請書の

受理 

    ○   同  

 保健師助産師看護師法

施行令（昭和２８年政令

第３８６号）の規定によ

る保健師、助産師又は看

護師の免許、籍に係る申

請の受理、免許証の返納

の受理、免許証の交付の

経由等（同政令附則第２

項から第４項までにお

いて準用する場合を含

む。） 

    ○   同  

 保健師助産師看護師法     ○   同  



施行規則（昭和２６年厚

生省令第３４号）第２７

条の規定による准看護

師試験の受験願書の受

理 

 保健師助産師看護師法

施行規則第２９条の規

定による准看護師試験

合格証書の交付の経由 

    ○   同  

 母体保

護 法

（昭和

２３年

法律第

１５６

号）に

基づく

事務 

母体保護法施行令（昭和

２４年政令第１６号）第

７条第１項及び第２項

並びに第９条の規定に

よる申請、届出等の経由 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 母体保護法施行規則（昭

和２７年厚生省令第３

２号）第１５条第６項の

規定による指定の取消

しに係る指定証及び標

識の返納受理並びに知

事への送付 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 理学療

法士及

び作業

療法士

法（昭

和４６

年法律

第１３

７号）

に基づ

く事務 

理学療法士及び作業療

法士法施行令（昭和４０

年政令第３２７号）の規

定による理学療法士又

は作業療法士の免許、名

簿等に係る申請書の受

理、免許証の返納の受

理、免許証の交付の経由

等 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 



 臨床検

査技師

等に関

する法

律（昭

和３３

年法律

第７６

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

法第２０条の３第１項

の規定による衛生検査

所の登録 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第２０条の４第１項

の規定による衛生検査

所の検査業務の内容等

の変更の届出に係る登

録の変更 

    ○   同  

 法第２０条の４第３項

の規定による衛生検査

所の廃止、休止、再開又

は住所等の変更の届出

の受理 

    ○   同  

 法第２０条の４第４項

の規定による登録検査

所への検体検査用放射

性同位元素備え付け等

の届出の受理 

    ○   同  

 法第２０条の５第１項

の規定による衛生検査

所への報告命令及び立

入検査 

    ○   同  

 法第２０条の６の規定

による衛生検査所への

構造設備等の変更の指

示 

    ○   同  

 法第２０条の７の規定

による衛生検査所の登

録の取消し及び業務停

止命令 

    ○   同  

 法第２０条の８の規定     ○   同  



による衛生検査所の処

分を行う場合の聴聞又

は弁明の機会の付与に

係る通知 

 臨床検査技師等に関す

る法律施行規則（昭和３

３年厚生省令第２４号。

以下この項において「省

令」という。）第１８条

第２項の規定による衛

生検査所の登録証明書

の書換交付申請書の受

理 

    ○   同  

 省令第１９条第２項の

規定による衛生検査所

の登録証明書の再交付

申請書の受理 

    ○   同  

 省令第１９条第３項の

規定による再交付後に

発見した衛生検査所の

登録証明書の返納受理 

    ○   同  

 省令第２０条の規定に

よる取消処分又は廃止

による衛生検査所の登

録証明書の返納受理 

    ○   同  

 臨床検査技師等に関す

る法律施行令（昭和３３

年政令第２２６号）の規

定による臨床検査技師

免許、臨床検査技師名簿

等に係る申請書の受理、

免許証の返納の受理、免

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 



許証の交付の経由等（同

政令附則第２条の規定

による衛生検査技師に

係るものを含む。） 

 薬剤師

法（昭

和３５

年法律

第１４

６号）

に基づ

く事務 

薬剤師法第９条の規定

による薬剤師からの氏

名等の届出の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 薬剤師法施行令（昭和３

６年政令第１３号）の規

定による薬剤師免許、薬

剤師名簿等に係る申請

書の受理、免許証の返納

受理、免許証の交付の経

由等 

    ○   同  

 

２ 保健予防課 

 事務区

分 

種類 市長の権限の事務 保 健 所

長 の 権

限 の 事

務 

備考  

 専決区分 専 決 区

分 

 

 市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

 

 感染症

の予防

及び感

染症の

患者に

法第１０条の２第１項

の規定による都道府県

連携協議会への参加 

  ○     政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第１０条の２第２項   ○     同  



対する

医療に

関する

法 律

（平成

１０年

法律第

１１４

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

の規定による都道府県

連携協議会構成員間で

の連携及び情報共有 

 法第１２条第２項及び

第４項の規定による感

染症患者に関する厚生

労働大臣及び管轄都道

府県知事への報告 

   ○    同  

 法第１２条第３項及び

第４項の規定による感

染症患者に関する管轄

都道府県知事（その居住

地が保健所設置市等の

区域内にある場合にあ

っては、その居住地を管

轄する保健所設置市等

の長及び都道府県知事）

への通報 

   ○    同  

 法第１２条第３項及び

第４項の規定による感

染症患者に関する管轄

都道府県知事（その居住

地が保健所設置市等の

区域内にある場合にあ

っては、その居住地を管

轄する保健所設置市等

の長及び都道府県知事）

への通報 

   ○    同  

 法第１２条第８項の規

定による慢性感染症患

者に関する医師からの

届出の受理 

   ○    同  



 法第１２条第１０項の

規定による医師が感染

症により死亡した者の

死体を検案した場合に

関する第１項から第５

項までの準用 

   ○    保 健

所長、

政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第１３条第３項及び

第５項の規定による感

染症動物に関する厚生

労働大臣及び管轄都道

府県知事への報告 

   ○    政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第１３条第４項及び

第５項の規定による感

染症動物に関する管轄

都道府県知事（その場所

が保健所設置市等の区

域内にある場合にあっ

ては、その場所を管轄す

る保健所設置市等の長

及び都道府県知事）への

通報 

   ○    同  

 法第１３条第７項の規

定による獣医師が動物

死体を検案した場合に

関する第１項及び第３

項から第６項までの準

用、並びに動物所有者が

動物死体について感染

症にかかっている等と

認めた場合に関する第

２項から第６項までの

準用 

   ○    保 健

所長、

政 令

市 長

の 事

務 

 



 （略）  

 法第１４条第３項及び

第４項の規定による前

項の届出内容の厚生労

働大臣への報告（法第１

４条第９項において準

用する場合を含む。） 

   ○    同  

 法第１４条第７項の規

定による厚生労働大臣

からの通知の受理 

   ○    同  

 法第１４条第８項の規

定による指定届出機関

以外の病院又は診療所

の医師に対する届出の

要請 

   ○    同  

 法第１５条第１項及び

第８項から第１１項ま

での規定による感染症

の発生状況、動向及び原

因の調査 

         

 （略）  

 法第１５条第３項から

第５項までの規定によ

る検体若しくは感染症

の病原体の提出又は検

体の採取 

         

 法第１５条第１３項及

び第１４項の規定によ

る同条第１項の調査結

果の厚生労働大臣及び

管轄都道府県知事への

報告 

   ○    同  



 法第１５条第１６項の

規定による他の都道府

県知事又は厚生労働大

臣への協力の要請 

   ○    同  

 （略）  

 法第１５条の２第２項

の規定による同条第１

項の調査結果の厚生労

働大臣への報告 

   ○    同  

 （略）  

 法第１５条の３第３項

の規定による同条第２

項の質問又は調査結果

の厚生労働大臣への報

告 

   ○    同  

 法第１５条の３第５項

の規定による厚生労働

大臣への入国者の健康

監視業務等の代行要請 

   ○    同  

 法第１６条第１項の規

定による感染症に関す

る情報の分析及び公表 

   ○    同  

 （略）  

 法第１６条の３第８項

の規定による同条第７

項の検査結果の厚生労

働大臣への報告 

   ○    同  

 法第１６条の３第１０

項の規定による他の都

道府県知事又は厚生労

働大臣への協力の要請 

   ○    同  

 （略）  



 法第１９条第７項の規

定による法第２４条第

１項の規定する感染症

診査協議会への報告 

         

 （略）  

 法第２０条第５項の規

定による法第２４条第

１項に規定する感染症

診査協議会の意見徴収 

         

 （略）  

 法第２４条第５項の規

定による感染症診査協

議会の委員の任命 

  ○     同  

 （略）  

 法第２６条の３第１項、

第３項及び第５項の規

定による検体若しくは

感染症の病原体の提出

又は収去等（法第４４条

の３の２第６項、第５０

条第１項及び第２項並

びに法第５０条の３第

６項において準用する

場合を含む。） 

         

 法第２６条の３第６項

の規定による同条第５

項の検査結果等の厚生

労働大臣への報告（法第

５０条第１項及び第２

項において準用する場

合を含む。） 

   ○    同  

 法第２６条の３第８項    ○    同  



の規定による他の都道

府県知事又は厚生労働

大臣への協力の要請（法

第５０条第１項及び第

２項において準用する

場合を含む。） 

 （略）  

 法第２６条の４第６項

の規定による同条第５

項の検査結果等の厚生

労働大臣への報告（法第

５０条第１項及び第３

項において準用する場

合を含む。） 

   ○    同  

 法第２６条の４第８項

の規定による他の都道

府県知事又は厚生労働

大臣への協力の要請（法

第５０条第１項及び第

３項において準用する

場合を含む。） 

   ○    同  

 （略）  

 法第３７条の２第３項

の規定による法第２４

条第１項に規定する感

染症診査協議会からの

意見徴収 

         

 （略）  

 法第４４条の３第４項

から第６項までの規定

による食事の提供等（法

第５０条の２第４項に

   ○    同  



おいて準用する場合を

含む。） 

 法第４４条の３の２第

２項及び第５０条の３

第２項の規定による厚

生労働大臣からの通知

の受理 

   ○    同  

 法第４４条の３の２第

３項及び第５０条の３

第３項の規定による検

体又は病原体の受理 

   ○    同  

 法第４４条の３の２第

４項及び第５０条の３

第４項の規定による検

査の実施並びに厚生労

働大臣及び管轄都道府

県知事への結果報告 

   ○    同  

 法第４４条の３の３及

び第５０条の４の規定

による患者が退院又は

死亡したときの医師か

らの届出の受理 

   ○    同  

 法第４４条の５第２項

及び第５１条の２第２

項の規定による厚生労

働大臣への総合調整実

施の要請 

  ○     同  

 法第４４条の５第３項

及び第４項の規定によ

る厚生労働大臣への意

見の申出及び必要な措

置の実施状況に関する

   ○    同  



報告又は資料の提出（法

第５１条の２第３項に

おいて準用する場合を

含む） 

 法第４４条の６の規定

による法に基づく事務

及び措置等を行った場

合の厚生労働大臣への

報告 

   ○    同  

 法第４４条の１１第１

項、第３項及び第５項の

規定による検体の提出

若しくは採取の勧告又

は検体採取の措置等 

   ○    同  

 法第４４条の１１第６

項の規定による同条第

５項の検査結果の厚生

労働大臣への報告 

     ● ○ 同  

 法第４４条の１１第８

項の規定による他の都

道府県知事又は厚生労

働大臣への協力の要請 

   ○    同  

 （略）  

 法第５１条第１項の規

定による第４４条の１

１第１項、第４５条第１

項、第４６条第１項、第

３項若しくは第４項、第

４７条若しくは第４８

条第１項若しくは第４

項の措置又は第５０条

第１項の規定により第

   ○    同  



２６条の３第１項、第２

６条の４第１項、第２７

条から３３条まで若し

くは第３５条第１項の

措置に関する厚生労働

大臣への通報及び連携 

 法第５２条第１項の規

定による新感染症に係

る措置の内容及び経過

の厚生労働大臣への報

告 

   ○    同  

 （略）  

 法第５６条第２項の規

定による前項の通知の

内容の厚生労働大臣へ

の報告 

   ○    同  

 法第６３条の３第２項

の規定による都道府県

知事への総合調整実施

の要請 

  ○     同  

 法第６３条の３第３項

及び第４項の規定によ

る都道府県知事への意

見の申出及び必要な措

置の実施状況に関する

報告又は資料の提出 

   ○    同  

 法第６３条の４の規定

による第１９条若しく

は第２０条（これらの規

定を第２６条において

準用する場合を含む。）

又は第４６条の規定に

   ○    同  



よる入院の勧告又は入

院の措置に関する都道

府県知事からの指示の

受理 

 酒に酔

って公

衆に迷

惑をか

ける行

為の防

止等に

関する

法 律

（昭和

３６年

法律第

１０３

号）に

基づく

事務 

（略）  

 （略）  

３ 衛生指導課 

 （略） 

４ 食品衛生検査所 

 （略） 

５ 健康づくり課 

 （略） 

６ こども保健福祉課 

 （略） 

 備考 

  （略） 

 



改正前 

別表（第７条関係） 

１ 保健予防課 

 事務区

分 

種類 市長の権限の事務 保 健 所

長 の 権

限 の 事

務 

備考  

 専決区分 専 決 区

分 

  

 市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

  

 あん摩

マッサ

ージ指

圧師、

は り

師、き

ゅう師

等に関

する法

律（昭

和２２

年法律

第２１

７号。

以下こ

の項に

おいて

「法」

と い

う。）に

法第８条第１項の規定

による施術者への指示

（法第１２条の２第２

項において準用する場

合を含む。） 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第９条の２第１項の

規定による施術所の開

設の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

    ● ○  同  

 法第９条の２第１項の

規定による施術所の変

更の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

    ●  ○ 同  

 法第９条の２第２項の

規定による施術所の再

開の届出の受理（法第１

    ● ○  同  



基づく

事務 

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

 法第９条の２第２項の

規定による施術所の休

止又は廃止の届出の受

理（法第１２条の２第２

項において準用する場

合を含む。） 

    ●  ○ 同  

 法第９条の３の規定に

よる出張専業施術者か

らの業務の開始又は再

開の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

    ● ○  同  

 法第９条の３の規定に

よる出張専業施術者か

らの業務の休止又は廃

止の届出の受理（法第１

２条の２第２項におい

て 準 用 す る 場 合 を 含

む。） 

    ●  ○ 同  

 法第９条の４の規定に

よる滞在施術者からの

業務の開始の届出の受

理（法第１２条の２第２

項において準用する場

合を含む。） 

    ● ○  同  

 法第１０条第１項の規

定による施術者又は施

術所開設者からの報告

    ● ○  同  



の徴収及び施術所への

臨検検査 

 法第１１条第２項の規

定による施術所の使用

の制限及び禁止並びに

その構造設備の改善等

の命令（法第１２条の２

第２項において準用す

る場合を含む。） 

    ● ○  同  

 医師法

（昭和

２３年

法律第

２０１

号）に

基づく

事務 

医師法第６条第３項の

規定による医師からの

氏名等の届出の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 医師法施行令（昭和２３

年政令第３８２号）の規

定による医師免許、医籍

等に係る申請書の受理、

免許証の返納の受理、免

許証の交付の経由等 

    ○   同  

 医療法

（昭和

２３年

法律第

２０５

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

法第５条第２項の規定

による往診専門医師等

に対する報告又は診療

録等の提出の命令 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第６条の８第１項の

規定による広告を行っ

た者に対する報告命令

又は職員による検査 

    ○   同  

 法第６条の８第２項の

規定による広告を行っ

た者に対する中止又は

内容是正命令 

    ○   同  



 基づく

事務 

法第７条第１項の規定

による診療所又は助産

所の開設の許可（医師等

でない者の場合） 

    ● ○  同  

 法第７条第２項の規定

による診療所又は助産

所の病床数等の変更の

許可（医師等でない者の

場合） 

    ● ○  同  

 法第８条の規定による

診療所又は助産所の開

設の届出の受理 

    ● ○  同  

 法第８条の２第２項の

規定による診療所又は

助産所の休止の届出の

受理 

    ●  ○ 同  

 法第８条の２第２項の

規定による診療所又は

助産所の再開の届出の

受理 

    ● ○  同  

 法第９条第１項の規定

による診療所又は助産

所の廃止の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 法第９条第２項の規定

による診療所又は助産

所の開設者の死亡及び

失踪の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 法第１２条第１項の規

定による診療所又は助

産所の開設者自身によ

る管理の免除の許可 

    ● ○  同  

 法第１２条第２項の規     ● ○  同  



定による２以上の診療

所又は助産所の管理の

許可 

 法第１５条第３項の規

定による診療所のエッ

クス線装置を備えた場

合等の届出の受理 

    ● ○  同  

 法第１８条の規定によ

る診療所の専属薬剤師

設置の免除の許可 

    ● ○  同  

 法第２４条第１項の規

定による診療所又は助

産所に対する使用制限

命令等 

    ○   同  

 法第２５条第１項の規

定による病院、診療所又

は助産所に係る報告徴

収及び立入検査 

    ○   同  

 法第２５条第２項の規

定による病院、診療所又

は助産所に係る物件の

提出命令 

    ○   同  

 法第２５条の２の規定

による診療所又は助産

所に関する事項の知事

への通知 

    ○   同  

 法第２６条第１項の規

定による医療監視員の

任命 

  ○     同  

 法第２７条の規定によ

る有床の診療所又は助

産所の使用前の検査及

    ● ○  同  



び許可証の交付 

 法第２８条の規定によ

る診療所又は助産所の

管理者の変更命令 

    ○   同  

 法第２９条第１項の規

定による診療所又は助

産所の開設許可の取消

し及び閉鎖命令 

  ○     同  

 法第２９条第２項の規

定による診療所又は助

産所の変更許可の取消

し 

    ○   同  

 法第３０条の規定によ

る診療所又は助産所の

開設許可取消等に係る

弁明の機会の付与 

  ○     同  

 医療法施行令（昭和２３

年政令第３２６号。以下

この項において「政令」

という。）第４条第１項

及び第３項の規定によ

る診療所又は助産所の

開設者の住所等の変更

の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 政令第４条の２第１項

の規定による診療所又

は助産所の開設後の届

出の受理 

    ●  ○ 同  

 政令第４条の２第２項

の規定による診療所又

は助産所の開設後の届

出事項の変更届の受理 

    ●  ○ 同  



 法第４条第１項の規定

による地域医療支援病

院の承認申請の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 法第６条の３第１項の

規定による病院等の管

理者からの医療に関す

る情報の報告の受理 

    ○   特 例

条 例

に 基

づ く

事務 

 

 法第６条の３第２項の

規定による同条第１項

の報告事項の変更報告

の受理 

    ○   同  

 法第６条の３第４項の

規定による同条第１項

又は第２項の報告の内

容を確認するための情

報提供要求の経由 

    ○   同  

 法第６条の３第６項の

規定による、病院等の管

理者が同条第１項若し

くは第２項規定による

報告をせず、又は虚偽の

報告をしたときの報告

命令及び是正命令 

    ○   同  

 法第７条第１項の規定

による病院の開設許可 

    ○   同  

 法第７条第２項の規定

による病院の開設許可

事項の一部変更の許可 

    ○   同  

 法第７条第３項の規定     ○   同  



による診療所の病床設

置許可又は変更許可の

申請の受理及び知事へ

の送付 

 法第８条の２第２項の

規定による病院の休止

届又は再開届の受理 

    ○   同  

 法第９条第１項の規定

による病院の廃止届の

受理 

    ○   同  

 法第９条第２項の規定

による病院の開設者の

死亡届又は失踪届の受

理 

    ○   同  

 法第１２条第１項の規

定による病院の開設者

の管理免除の許可 

    ○   同  

 法第１２条第２項の規

定による病院の２箇所

以上管理の許可 

    ○   同  

 法第１２条の２第１項

の規定による地域医療

支援病院の業務報告の

受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 法第１５条第３項の規

定による病院からのエ

ックス線装置等の届出 

    ○   特 例

条 例

に 基

づ く

事務 

 

 法第１６条ただし書の

規定による病院の医師

    ○   同  



の宿直免除許可 

 法第１８条ただし書の

規定による病院の専属

薬剤師の設置免除の許

可申請の受理 

    ○   同  

 法第２３条の２の規定

による病院又は診療所

の開設者に対する増員

命令又は業務停止命令 

  ○     同  

 法第２４条第１項の規

定による病院に対する

使用制限命令等 

  ○     同  

 法第２７条の規定によ

る病院の使用前検査及

び許可書の交付 

    ○   同  

 法第２８条の規定によ

る病院の管理者の変更

命令 

  ○     同  

 法第４４条第１項の規

定による医療法人の設

立認可申請の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 法第４６条の２の規定

による医療法人理事の

数の特例認可申請の受

理 

    ○   同  

 法第４６条の３第１項

の規定による医師又は

歯科医師以外の理事か

ら理事長を選出する特

例認可申請の受理 

    ○   同  



 法第４６条の４第３項

第４号の規定による医

療法人監事からの監査

結果報告の受理 

    ○   同  

 法第４７条第１項の規

定による２以上開設の

場合の管理者の一部を

理事に加えない場合の

認可申請の受理 

    ○   同  

 法第５０条第１項の規

定による定款又は寄附

行為の変更の認可申請

の受理 

    ○   同  

 法第５０条第３項の規

定による厚生労働省令

で定める事項に係る定

款又は寄附行為の変更

届の受理 

    ○   同  

 法第５２条第１項の規

定による医療法人から

の事業報告書等の届出

の受理 

    ○   同  

 法第５５条第３項の規

定による医療法人解散

の認可申請の受理 

    ○   同  

 法第５５条第５項の規

定による清算人からの

医療法人の解散の届出

の受理 

    ○   同  

 法第５７条第４項の規

定による医療法人の合

併の認可申請の受理 

    ○   同  



 法第６８条の規定によ

る民法及び商法の規定

の医療法人への準用等

（特別代理人の選任） 

    ○   同  

 政令第４条第１項の規

定による病院の開設者

の住所等の変更の届出

の受理 

    ○   特 例

条 例

に 基

づ く

事務 

 

 政令第４条第２項の規

定による診療所の病床

変更の届出の受理 

    ○   同  

 政令第４条の２第１項

の規定による病院開設

後の届出の受理 

    ○   同  

 政令第４条の２第２項

の規定による病院開設

後の届出事項の変更届

の受理 

    ○   同  

 政令第５条の１２の規

定による医療法人の組

合等登記令（昭和３９年

政令第２９号）に基づく

登記の届出の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 政令第５条の１３の規

定による医療法人の役

員変更の届出の受理 

    ○   同  

 栄養士

法（昭

和２２

年法律

第２４

栄養士法第４条第２項

の規定による栄養士免

許証の交付の経由 

    ○   同  

 栄養士法施行令（昭和２

８年政令第２３１号）の

    ○   同  



５号）

に基づ

く事務 

規定による栄養士又は

管理栄養士の免許、名簿

等に係る申請の受理、免

許証の返納受理、免許証

の交付の経由等 

 各種統

計調査

に関す

る事務 

人口動態調査令（昭和２

１年勅令第４４７号）第

４条の規定による人口

動態調査票の市長への

交付の経由 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 人口動態調査令第５条

第１項の規定による人

口動態調査票の市長か

らの受理 

      ○ 同  

 人口動態調査令第５条

第２項の規定による同

条第１項の調査票の審

査及び知事への提出 

      ○ 同  

 人口動態調査令第５条

第６項の規定による天

災事変等のため調査票

を提出できない旨の知

事への報告 

      ○ 同  

 人口動態調査令施行細

則（昭和２３年厚生省令

第６号）第３条の規定に

よる人口動態調査票及

び保健所送付票の知事

への送付（市長経由） 

      ○ 同  

 医療施設調査規則（昭和

２８年厚生省令第２５

号）第９条第１項の規定

      ○ 同  



による医療施設（診療所

を除く。）の管理者から

の静態調査票の受理 

 医療施設調査規則第９

条第２項の規定による

診療所の管理者からの

静態調査票の提出期限

の決定 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 医療施設調査規則第９

条第２項の規定による

診療所の管理者からの

静態調査票の受理 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 医療施設調査規則第１

０条第１項の規定によ

る静態調査票の審査整

理及び知事への提出（市

長経由） 

      ○ 同  

 医療施設調査規則第１

０条第２項の規定によ

る静態調査票の審査整

理及び市長への提出 

      ○ 同  

 医療施設調査規則第１

０条第２項の規定によ

る静態調査票の提出期

限の決定及び受理 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 医療施設調査規則第１

０条第３項の規定によ

る静態調査票の審査整

理及び知事への提出 

    ○   同  

 医療施設調査規則第１

０条の２第１項の規定

による動態調査票の作

    ○   同  



成及び知事への提出 

 医療施設調査規則第１

３条第１項の規定によ

る天災事変等のため調

査票を提出できない旨

の知事への報告 

    ○   同  

 患者調査規則（昭和２８

年厚生省令第２６号）第

９条の規定による医療

施設管理者からの患者

調査票の受理 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 患者調査規則第１０条

第１項の規定による患

者調査票の審査整理及

び市長への提出 

      ○ 同  

 患者調査規則第１０条

第１項の規定による患

者調査票の保健所長か

らの提出期限の決定 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 患者調査規則第１０条

第２項の規定による患

者調査票の整理及び知

事への提出 

    ○   同  

 患者調査規則第１３条

の規定による天災事変

等のため患者調査票を

提出できない旨の知事

への報告 

    ○   同  

 国民生活基礎調査規則

（昭和６１年厚生省令

第３９号）第８条第４項

第２号及び第３号の規

  ○     同  



定による国民生活基礎

調査員（保健）の任命 

 国民生活基礎調査規則

第８条第５項の規定に

よる国民生活基礎調査

員が特別の事情により

事務を行うことができ

ない場合の指導員の事

務の決定 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 国民生活基礎調査規則

第９条第１項の規定に

よる国民生活基礎調査

員証（保健）の交付 

  ○     政 令

市 長

の 事

務 

 

 国民生活基礎調査規則

第１１条第１項の規定

による国民生活基礎調

査票等の受理及び審査

整理並びに市長への提

出 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 国民生活基礎調査規則

第１１条第１項の規定

による国民生活基礎調

査票等の保健所長から

の提出期限の決定 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 国民生活基礎調査規則

第１１条第２項の規定

による国民生活基礎調

査票等の受理及び整理

並びに知事への提出 

    ○   同  

 国民生活基礎調査規則

第１２条の規定による

天災事変等のため調査

    ○   同  



票等を提出できない旨

の知事への報告 

 歯科医

師 法

（昭和

２３年

法律第

２０２

号）に

基づく

事務 

歯科医師法第６条第３

項の規定による歯科医

師からの氏名等に係る

届出の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 歯科医師法施行令（昭和

２８年政令第３８３号）

の規定による歯科医師

免許、歯科医籍等に係る

申請書の受理、免許証の

返納の受理、免許証の交

付の経由等 

    ○   同  

 歯科衛

生士法

（昭和

２３年

法律第

２０４

号）に

基づく

事務 

歯科衛生士法第６条第

３項の規定による歯科

衛生士業務に従事する

届出の受理 

    ○   同  

 歯科技

工士法

（昭和

３０年

法律第

１６８

号。以

下この

項にお

法第２１条第１項の規

定による歯科技工所の

開設届の受理 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第２１条第１項の規

定による歯科技工所の

開設届の届出事項の変

更届の受理 

    ●  ○ 同  

 法第２１条第２項の規     ●  ○ 同  



い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

定による歯科技工所の

休廃止届の受理 

 法第２１条第２項の規

定による歯科技工所の

再開届の受理 

    ● ○  同  

 法第２４条の規定によ

る歯科技工所の構造設

備の改善命令 

    ● ○  同  

 法第２５条の規定によ

る歯科技工所の使用禁

止及び処分を行う場合

の聴聞 

    ● ○  同  

 法第２７条第１項の規

定による歯科技工所か

らの報告の徴収並びに

構造設備及び帳簿書類

の立入検査 

    ● ○  同  

 法第６条第３項の規定

による歯科技工士の業

務従事に関する届出の

受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 歯科技工士法施行令（昭

和３０年政令第２２８

号）の規定による歯科技

工士免許、歯科技工士名

簿等に係る申請書の受

理、免許証の返納の受

理、免許証の交付の経由

等 

    ○   同  

 歯科技工士法施行規則

（昭和３０年厚生省令

    ○   同  



第２３号）の規定による

歯科技工士免許試験に

係る受験願書及び合格

証書の交付出願の受理、

合格証書の交付の経由

等 

 死体解

剖保存

法（昭

和２４

年法律

第２０

４号。

以下こ

の項に

おいて

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

法第２条第１項及び第

２項の規定による死体

解剖の許可 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 法第９条の規定による

解剖室以外で解剖する

場合の許可 

      ○ 同  

 法第１９条第１項の規

定による死体保存の許

可 

    ● ○  政 令

市 長

の 事

務 

 

 視能訓

練士法

（昭和

４６年

法律第

６ ４

号）に

基づく

事務 

視能訓練士法施行令（昭

和４６年政令第２４６

号）の規定による視能訓

練士免許、視能訓練士名

簿等に係る申請書の受

理、免許証の返納の受

理、免許証の交付の経由

等 

    ○   同  

 柔道整

復師法

法第１８条第１項の規

定による柔道整復師へ

    ● ○  政 令

市 長

 



（昭和

４５年

法律第

１ ９

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

の指示 の 事

務 

 法第１９条第１項の規

定による施術所の開設

届の受理 

    ● ○  同  

 法第１９条第１項の規

定による施術所の変更

の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 法第１９条第２項の規

定による施術所の休止

又は廃止の届出の受理 

    ●  ○ 同  

 法第１９条第２項の規

定による施術所の再開

の届出の受理 

    ● ○  同  

 法第２１条第１項の規

定による報告の徴収及

び立入検査 

    ● ○  同  

 法第２２条の規定によ

る施術所の使用の制限

及び禁止並びにその構

造設備の改善等の命令 

    ● ○  同  

 診療放

射線技

師 法

（昭和

２６年

法律第

２２６

号）に

基づく

事務 

行政事務の簡素合理化

及び整理に関する法律

（昭和５８年法律第８

３号）附則第５条第６項

の規定によりなおその

効力を有するものとさ

れた同法による改正前

の診療放射線技師及び

診療エツクス線技師法

（以下この項において

「旧法」という。）第８

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 



条第２項の規定による

免許証の再交付 

 旧法第８条第３項及び

第１１条第１項の規定

による免許証の返納受

理 

    ○   同  

 診療放射線技師法施行

令（昭和２８年政令第３

８５号）の規定による診

療放射線技師免許、診療

放射線技師籍等に係る

申請書の受理、免許証の

返納の受理、免許証の交

付の経由等（診療放射線

技師及び診療エツクス

線技師法施行令の一部

を改正する政令（昭和５

９年政令第２８６号）附

則第３項の規定により

なおその効力を有する

ものとされた同政令に

よる改正前の診療放射

線技師及び診療エツク

ス線技師法施行令の規

定による診療エックス

線技師籍及び診療エッ

クス線技師免許証に係

るものを含む。） 

    ○   同  

 地方教

育行政

の組織

及び運

地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第

５７条第１項の規定に

よる学校における保健

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 



営に関

する法

律（昭

和３１

年法律

第１６

２号）

に基づ

く事務 

に関する教育委員会か

らの協力要請の受諾 

 地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第

５７条第２項の規定に

よる学校における保健

に関する教育委員会へ

の助言及び援助 

      ○ 保 健

所 の

事務 

 

 保健師

助産師

看護師

法（昭

和２３

年法律

第２０

３号。

以下こ

の項に

おいて

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

法第１２条第５項の規

定による准看護師免許

証の交付の経由 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 法第３３条の規定によ

る保健師、助産師、看護

師又は准看護師からの

業務従事届の受理 

    ○   同  

 法第５１条第３項の規

定による保健婦免許所

有者の国免許申請書の

受理 

    ○   同  

 法第５２条第３項の規

定による助産婦免許所

有者の国免許申請書の

受理 

    ○   同  

 法第５３条第３項の規

定による看護婦免許所

有者の国免許申請書の

受理 

    ○   同  

 保健師助産師看護師法

施行令（昭和２８年政令

    ○   同  



第３８６号）の規定によ

る保健師、助産師又は看

護師の免許、籍に係る申

請の受理、免許証の返納

の受理、免許証の交付の

経由等（同政令附則第２

項から第４項までにお

いて準用する場合を含

む。） 

 保健師助産師看護師法

施行規則（昭和２６年厚

生省令第３４号）第２７

条の規定による准看護

師試験の受験願書の受

理 

    ○   同  

 保健師助産師看護師法

施行規則第２９条の規

定による准看護師試験

合格証書の交付の経由 

    ○   同  

 母体保

護 法

（昭和

２３年

法律第

１５６

号）に

基づく

事務 

母体保護法施行令（昭和

２４年政令第１６号）第

７条第１項及び第２項

並びに第９条の規定に

よる申請、届出等の経由 

      ○ 保 健

所 長

の 事

務 

 

 母体保護法施行規則（昭

和２７年厚生省令第３

２号）第１５条第６項の

規定による指定の取消

しに係る指定証及び標

識の返納受理並びに知

事への送付 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 理学療 理学療法士及び作業療     ○   申 請  



法士及

び作業

療法士

法（昭

和４６

年法律

第１３

７号）

に基づ

く事務 

法士法施行令（昭和４０

年政令第１２７号）の規

定による理学療法士又

は作業療法士の免許、名

簿等に係る申請書の受

理、免許証の返納の受

理、免許証の交付の経由

等 

の 受

理 等

の 事

務 

 臨床検

査技師

等に関

する法

律（昭

和３３

年法律

第７６

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

法第２０条の３第１項

の規定による衛生検査

所の登録 

    ○   政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第２０条の４第１項

の規定による衛生検査

所の検査業務の内容等

の変更の届出に係る登

録の変更 

    ○   同  

 法第２０条の４第３項

の規定による衛生検査

所の廃止、休止、再開又

は住所等の変更の届出

の受理 

    ○   同  

 法第２０条の４第４項

の規定による登録検査

所への検体検査用放射

性同位元素備え付け等

の届出の受理 

    ○   同  

 法第２０条の５第１項

の規定による衛生検査

所への報告命令及び立

    ○   同  



入検査 

 法第２０条の６の規定

による衛生検査所への

構造設備等の変更の指

示 

    ○   同  

 法第２０条の７の規定

による衛生検査所の登

録の取消し及び業務停

止命令 

    ○   同  

 法第２０条の８の規定

による衛生検査所の処

分を行う場合の聴聞又

は弁明の機会の付与に

係る通知 

    ○   同  

 臨床検査技師等に関す

る法律施行規則（昭和３

３年厚生省令第２４号。

以下この項において「省

令」という。）第１８条

第２項の規定による衛

生検査所の登録証明書

の書換交付申請書の受

理 

    ○   同  

 省令第１９条第２項の

規定による衛生検査所

の登録証明書の再交付

申請書の受理 

    ○   同  

 省令第１９条第３項の

規定による再交付後に

発見した衛生検査所の

登録証明書の返納受理 

    ○   同  

 省令第２０条の規定に     ○   同  



よる取消処分又は廃止

による衛生検査所の登

録証明書の返納受理 

 臨床検査技師等に関す

る法律施行令（昭和３３

年政令第２２６号）の規

定による臨床検査技師

免許、臨床検査技師名簿

等に係る申請書の受理、

免許証の返納の受理、免

許証の交付の経由等（同

政令附則第２条の規定

による衛生検査技師に

係るものを含む。） 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 薬剤師

法（昭

和３５

年法律

第１４

６号）

に基づ

く事務 

薬剤師法第９条の規定

による薬剤師からの氏

名等の届出の受理 

    ○   申 請

の 受

理 等

の 事

務 

 

 薬剤師法施行令（昭和３

６年政令第１３号）の規

定による薬剤師免許、薬

剤師名簿等に係る申請

書の受理、免許証の返納

受理、免許証の交付の経

由等 

    ○   同  

 感染症

の予防

及び感

染症の

患者に

対する

法第１２条第２項及び

第４項の規定による感

染症患者に関する厚生

労働大臣及び管轄都道

府県知事への報告 

  ○     政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第１２条第３項及び   ○     同  



医療に

関する

法 律

（平成

１０年

法律第

１１４

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

第４項の規定による感

染症患者に関する管轄

都道府県知事（その居住

地が保健所設置市等の

区域内にある場合にあ

っては、その居住地を管

轄する保健所設置市等

の長及び都道府県知事）

への通報 

 法第１２条第６項の規

定による慢性感染症患

者に関する医師からの

届出の受理 

   ○    同  

 法第１２条第８項の規

定による医師が感染症

により死亡した者の死

体を検案した場合に関

する第１項から第５項

までの準用 

  ○     同  

 法第１３条第３項及び

第５項の規定による感

染症動物に関する厚生

労働大臣及び管轄都道

府県知事への報告 

  ○     同  

 法第１３条第４項及び

第５項の規定による感

染症動物に関する管轄

都道府県知事（その場所

が保健所設置市等の区

域内にある場合にあっ

ては、その場所を管轄す

る保健所設置市等の長

  ○     同  



及び都道府県知事）への

通報 

 法第１３条第７項の規

定による獣医師が動物

死体を検案した場合に

関する第１項及び第３

項から第６項までの準

用、並びに動物所有者が

動物死体について感染

症にかかっている等と

認めた場合に関する第

２項から第６項までの

準用 

  ○     同  

 法第１４条第３項及び

第４項の規定による前

項の届出内容の厚生労

働大臣への報告 

   ○    同  

 法第１５条第１項及び

第８項から第１１項ま

での規定による感染症

の発生状況、動向及び原

因の調査 

    ● ○  同  

 法第１５条第１３項及

び第１４項の規定によ

る同条第１項の調査結

果の厚生労働大臣及び

管轄都道府県知事への

報告 

  ○     同  

 法第１５条第１７項の

規定による他の都道府

県知事又は厚生労働大

臣への協力の要請 

  ○     同  

 （略）  

 法第１５条の２第２項

の規定による同条第１

  ○     同  



項の調査結果の厚生労

働大臣への報告 

 （略）  

 法第１５条の３第３項

の規定による同条第２

項の質問又は調査結果

の厚生労働大臣への報

告 

  ○     同  

 法第１６条第１項の規

定による感染症に関す

る情報の分析及び公表 

  ○     同  

 （略）  

 法第１６条の３第８項

の規定による同条第７

項の検査結果の厚生労

働大臣への報告 

  ○     同  

 法第１６条の３第１０

項の規定による他の都

道府県知事又は厚生労

働大臣への協力の要請 

  ○       

 （略）  

 法第１９条第７項の規

定による法第２４条第

１項の規定する協議会

への報告 

    ● ○  同  

 （略）  

 法第２０条第５項の規

定による法第２４条第

１項に規定する協議会

の意見徴収 

    ● ○  同  

 （略）          

 法第２４条第５項の規

定による協議会の委員

の任命 

○       同  

 （略）  

 法第２６条の３第１項、

第３項及び第５項の規

    ● ○  同  



定による検体若しくは

感染症の病原体の提出

又は収去等（法第５０条

第１項及び第２項にお

いて準用する場合を含

む。） 

 法第２６条の３第６項

の規定による同条第５

項の検査結果等の厚生

労働大臣への報告（法第

５０条第１項及び第２

項において準用する場

合を含む。） 

  ○     同  

 法第２６条の３第８項

の規定による他の都道

府県知事又は厚生労働

大臣への協力の要請（法

第５０条第１項及び第

２項において準用する

場合を含む。） 

  ○     同  

 （略）  

 法第２６条の４第６項

の規定による同条第５

項の検査結果等の厚生

労働大臣への報告（法第

５０条第１項及び第３

項において準用する場

合を含む。） 

  ○     同  

 法第２６条の４第８項

の規定による他の都道

府県知事又は厚生労働

大臣への協力の要請（法

第５０条第１項及び第

３項において準用する

場合を含む。） 

  ○     同  

 （略）  

 法第３７条の２第３項

の規定による法第２４

    ● ○  同  



条第１項に規定する協

議会からの意見徴収 

 （略）  

 法第４４条の３第４項

から第６項までの規定

による食事の提供等（法

第５０条の２第４項に

おいて準用する場合を

含む。） 

  ○     同  

 法第４４条の５の規定

による法に基づく事務

及び措置等を行った場

合の厚生労働大臣への

報告 

  ○     同  

 法第４４条の７第１項、

第３項及び第５項の規

定による検体の提出若

しくは採取の勧告又は

検体採取の措置等 

    ● ○  同  

 法第４４条の７第６項

の規定による同条第５

項の検査結果の厚生労

働大臣への報告 

  ○     同  

 法第４４条の７第８項

の規定による他の都道

府県知事又は厚生労働

大臣への協力の要請 

  ○     同  

 （略）  

 法第５１条第１項の規

定による第４４条第７

項、第４５条第１項、第

４６条第１項、第３項若

しくは第４項、第４７条

若しくは第４８条第１

項若しくは第４項の措

置に関する厚生労働大

臣への通報及び連携 

  ○     同  

 法第５２条第１項の規   ○     同  



定による新感染症に係

る措置の内容及び経過

の厚生労働大臣への報

告 

 （略）  

 法第５６条第２項の規

定による前項の通知の

内容の厚生労働大臣へ

の報告 

  ○     同  

 酒に酔

って公

衆に迷

惑をか

ける行

為の防

止等に

関する

法 律

（昭和

３６年

法律第

１０３

号）に

基づく

事務 

（略）  

 （略）  

２ 衛生指導課 

 （略） 

３ 食品衛生検査所 

 （略） 

４ 健康づくり課 

 （略） 

５ こども保健福祉課 



 （略） 

 備考 

  （略） 

 

 （四日市市保健所処務規程の一部改正） 

第２条 四日市市保健所処務規程（平成２０年四日市市訓令第１０号）の一部を次の

ように改める。 

 

改正後 

別表（第７条関係） 

１ 保健企画課 

 （略） 

２ 保健予防課 

 事務区

分 

種類 市長の権限の事務 保 健 所

長 の 権

限 の 事

務 

備考  

 専決区分 専 決 区

分 

  

 市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

  

 感染症

の予防

及び感

染症の

患者に

対する

医療に

関する

法 律

（平成

法第１０条第１４項か

ら第１８項までの規定

による予防計画の策定 

  ○     政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第１０条第１８項の

規定による第９項の予

防計画策定及び変更時

の計画の提出に関する

準用 

   ○    同  

 法第１０条第１８項の    ○    同  



１０年

法律第

１１４

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

規定による第１１項の

達成状況の報告に関す

る準用 

 法第１０条の２第１項

の規定による都道府県

連携協議会への参加 

  ○     同  

 （略）  

 法第３６条第１項、第２

項及び第４項の規定に

よる消毒その他の措置

に係る書面による通知

又は掲示（法第５０条第

１項、第５項及び第６項

において準用する場合

を含む。） 

    ● ○  同  

 法第３６条の６第１項

の規定による病原体等

の検査を行っている機

関等との検査等措置協

定の締結 

   ○    同  

 法第３６条の６第２項

の規定による検査等措

置協定の内容の公表 

   ○    同  

 法第３６条の７第１項

の規定による病原体等

の検査を行っている機

関等の管理者に対する

検査等措置協定に基づ

く措置の勧告 

   ○    同  

 法第３６条の７第２項

の規定による病原体等

の検査を行っている機

   ○    同  



関等の管理者が第１項

の勧告に従わない場合

の指示の実施 

 法第３６条の７第３項

の規定による病原体等

の検査を行っている機

関等の管理者が第２項

の指示に従わなかった

場合の公表 

   ○    同  

 法第３６条の８第１項

の規定による検査等措

置協定を締結した病原

体等の検査を行ってい

る機関等の管理者に対

する運営状況その他の

事項の報告の依頼 

   ○    同  

 法第３６条の８第３項

の規定による第２項の

報告内容の都道府県知

事への報告及び公表 

   ○    同  

 法第３７条第４項の規

定による入院患者等か

らの申請の受理（法第４

２条第２項、法第４４条

の３の２第２項、法第４

４条の３の３第２項、法

第５０条の３第２項及

び法第５０条の４第２

項において準用する場

合を含む。） 

    ○   同  

 （略）  

 第４３条第１項の規定     ● ○  同  



による結核指定医療機

関からの報告徴収及び

結核指定医療機関への

立入検査（法第４４条の

３の２第２項及び法第

５０条の３第２項にお

いて準用する場合を含

む。） 

 （略）  

 法第４４条の３第２項

の規定による新型イン

フルエンザ等感染症の

患者に対する感染を防

止するための報告又は

協力等 

   ○    同  

 法第４４条の３第４項

の規定による第１項の

業務の委託（法第５０条

の２第４項において準

用する場合を含む。） 

   ○    同  

 法第４４条の３第５項

の規定による第２項の

業務の委託（法第５０条

の２第４項において準

用する場合を含む。） 

   ○    同  

 法第４４条の３第７項

から第９項までの規定

による食事の提供等（法

第５０条の２第４項に

おいて準用する場合を

含む。） 

   ○    同  

 法第４４条の３の５第    ○    同  



２項及び第５０条の６

第２項の規定による厚

生労働大臣からの通知

の受理 

 法第４４条の３の５第

３項及び第５０条の６

第３項の規定による検

体又は病原体の受理 

   ○    同  

 法第４４条の３の５第

４項及び第５０条の６

第４項の規定による検

査の実施並びに厚生労

働大臣及び管轄都道府

県知事への結果報告 

   ○    同  

 法第４４条の３の６及

び第５０条の７の規定

による患者が退院又は

死亡したときの医師か

らの届出の受理 

   ○    同  

 （略）  

 法第５６条第２項の規

定による前項の通知の

内容の厚生労働大臣へ

の報告 

   ○    政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第６０条第３項の規

定による検査等措置協

定を締結した病原体等

の検査を行っている機

関等の設置者に対する

設備整備費用の補助 

   ○    同  

 法第６３条の３第２項

の規定による都道府県

  ○     同  



知事への総合調整実施

の要請 

 （略）  

３ 衛生指導課 

 （略） 

４ 食品衛生検査所 

 （略） 

５ 健康づくり課 

 （略） 

６ こども保健福祉課 

 （略） 

 備考 

  （略） 

 

改正前 

別表（第７条関係） 

１ 保健企画課 

 （略） 

２ 保健予防課 

 事務区

分 

種類 市長の権限の事務 保 健 所

長 の 権

限 の 事

務 

備考  

 専決区分 専 決 区

分 

  

 市

長 

副

市

長 

部

長 

所

長 

課

長 

所

長 

課

長 

  

 感染症

の予防

及び感

染症の

法第１０条の２第１項

の規定による都道府県

連携協議会への参加 

  ○     政 令

市 長

の 事

務 

 



 患者に

対する

医療に

関する

法 律

（平成

１０年

法律第

１１４

号。以

下この

項にお

い て

「法」

と い

う。）に

基づく

事務 

（略）  

 法第３６条第１項、第２

項及び第４項の規定に

よる消毒その他の措置

に係る書面による通知

又は掲示（法第５０条第

１項、第５項及び第６項

において準用する場合

を含む。） 

    ● ○  同  

 法第３７条第４項の規

定による入院患者等か

らの申請の受理（法第４

２条第２項において準

用する場合を含む。） 

    ○   同  

 （略）  

 第４３条第１項の規定

による結核指定医療機

関からの報告徴収及び

結核指定医療機関への

立入検査 

    ● ○  同  

 （略）  

 法第４４条の３第２項

の規定による新型イン

フルエンザ等感染症の

患者に対する感染を防

止するための報告又は

協力等 

   ○    同  

 法第４４条の３第４項

から第６項までの規定

による食事の提供等（法

第５０条の２第４項に

おいて準用する場合を

   ○    同  



含む。） 

 法第４４条の３の２第

２項及び第５０条の３

第２項の規定による厚

生労働大臣からの通知

の受理 

   ○    同  

 法第４４条の３の２第

３項及び第５０条の３

第３項の規定による検

体又は病原体の受理 

   ○    同  

 法第４４条の３の２第

４項及び第５０条の３

第４項の規定による検

査の実施並びに厚生労

働大臣及び管轄都道府

県知事への結果報告 

   ○    同  

 法第４４条の３の３及

び第５０条の４の規定

による患者が退院又は

死亡したときの医師か

らの届出の受理 

   ○    同  

 （略）  

 法第５６条第２項の規

定による前項の通知の

内容の厚生労働大臣へ

の報告 

   ○    政 令

市 長

の 事

務 

 

 法第６３条の３第２項

の規定による都道府県

知事への総合調整実施

の要請 

  ○     同  

 （略）  

３ 衛生指導課 



 （略） 

４ 食品衛生検査所 

 （略） 

５ 健康づくり課 

 （略） 

６ こども保健福祉課 

 （略） 

 備考 

  （略） 

 

   附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年

４月１日から施行する。 

（保健所保健予防課） 


